
          

 

介護保険課 

 

議案第１４号  

港区介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」といいます。）

の一部改正に伴い、港区介護保険条例（平成１２年港区条例第２９号。以下「条

例」といいます。）の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

令和７年度税制改正による介護保険制度の運営主体である各自治体の保険

料収入の減少を防ぐため、国は令和８年度の介護保険料率の算定に関する基

準の特例を定める政令の改正を行いました。これに伴い、条例の一部を改正

します。 

 

 

２ 改正内容 

（１）給与等の収入金額が５５万円以上１９０万円未満である第１号被保険者

の合計所得金額について、令和８年度分に限り、改正前の政令に基づき算定

した合計所得金額に給与所得控除の引上げによる変更額を加算した額を用

いることとします。 

 

（２）第１号被保険者及びその世帯員において、給与所得控除額の引上げにより

特別区民税が非課税となる者については、令和７年度税制改正前の給与所

得控除額の算定方法を用いて、令和８年度の課税・非課税判定を行うことと

します。 

 

（３）令和８年度の特別区民税が非課税で、給与等の収入金額が５５万円以上 

の１９０万円未満の者のうち、令和７年度の特別区民税も非課税である者

に係る特例減免について、令和８年度分の介護保険料については、本人から

の個別申請によらず、減免処理を行うこととします。 

 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

令和８年２月２５日 資料№６ 
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